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十
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二

市
町
村
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選
挙
管
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委
員
会
は
、
都
道
府
県
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選
挙
管
理
委
員
会
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分
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十
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村
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選
挙
管
理
委
員
会
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、
都
道
府
県
の
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挙
管
理
委
員
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割
開
票
区
（
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
の
区
域
（
指
定
都
市
に
お

割
開
票
区
（
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
の
区
域
（
指
定
都
市
に
お

い
て
は
、
区
の
区
域
）
を
分
け
て
設
け
ら
れ
る
開
票
区
を
い
う
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以
下

い
て
は
、
区
の
区
域
）
を
分
け
て
設
け
ら
れ
る
開
票
区
を
い
う
。
第
四
十
九
条
及
び

同
じ
。
）
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
特
別
の
事
情
が

第
四
十
九
条
の
十
二
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
特
別
の
事
情
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け

あ
る
と
認
め
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と
き
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当
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２

数
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
数
市
町
村

合
同
開
票
区
（
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
数
市
町
村
の
区
域
の
全
部
又
は

一
部
を
合
わ
せ
て
設
け
ら
れ
る
開
票
区
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
設
け
る
こ
と
が

で
き
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
に

そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
特
別
の
事
情
が
な
く
な
り
、
又
は
当

該
特
別
の
事
情
に
重
要
な
変
更
が
あ
つ
た
と
認
め
る
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。
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指
定
都
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挙
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員
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員
会
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区
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開
票
区
（
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
都
市
の
数
区
の
区
域
の
全
部
又

は
一
部
を
合
わ
せ
て
設
け
ら
れ
る
開
票
区
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
設
け
る
こ
と

が
で
き
る
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会

に
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
当
該
特
別
の
事
情
が
な
く
な
り
、
又
は

当
該
特
別
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事
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重
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開
票
区
を
廃
止
し
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
告
示
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

５

都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
法
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
開
票
区

を
設
け
た
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
関
係
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
（
指
定
都

市
に
お
い
て
は
、
市
の
選
挙
管
理
委
員
会
を
経
て
関
係
区
の
選
挙
管
理
委
員
会
）
に

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
項
の
規
定
に
よ
り
設
け
た
開
票
区
を
廃
止
し
、
又

は
変
更
し
た
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。
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理
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事
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市
町
村
の
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挙
管
理
委
員
会
の
委
員
長
は
、
投
票
管
理
者
及
び
そ
の
職
務
を
代
理

す
べ
き
者
に
共
に
事
故
が
あ
り
、
又
は
こ
れ
ら
の
者
が
共
に
欠
け
た
場
合
に
は

す
べ
き
者
に
共
に
事
故
が
あ
り
、
又
は
こ
れ
ら
の
者
が
共
に
欠
け
た
場
合
に
お
い
て

、
直
ち
に
当
該
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
又
は
選
挙
管
理
委
員
会
の
書
記
の
中
か

は
、
直
ち
に
当
該
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
又
は
選
挙
管
理
委
員
会
の
書
記
の
中
か

ら
、
臨
時
に
投
票
管
理
者
の
職
務
を
管
掌
す
べ
き
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ら
、
臨
時
に
投
票
管
理
者
の
職
務
を
管
掌
す
べ
き
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。
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議
員
の
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挙
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時
に
行
う
場
合
に
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、
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村
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員
会
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議
員
の
選
挙
を
同
時
に
行
う
場
合
に
お
い
て
は
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
小

選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
の
投
票
管
理
者
の
職
務
を
代
理
す
べ
き
者
を
同
時
に
比
例

選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
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投
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務
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す
べ
き
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時
に
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選
出
議
員
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選
挙
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投
票
管
理
者
の
職
務
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す
べ
き
者
に
、
市
町
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の
選
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選
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